
本商品はベルマーク協賛商品です。 

ビジネスぴたっと 
（事業安心総合保険） 

ビジネスぴたっと（事業安心総合保険）に付帯できる特約の補償内容 
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■ご契約に関するご注意 
弊社代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険
料領収証の交付・契約の管理業務などの代理業務を行っております。したがいまし
て、弊社の代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と
直接契約されたものとなります。

■代理店について 

●本パンフレットは弊社のビジネスぴたっとの概要を説明したものです。重要事項説明書（契
約概要・注意喚起情報）、普通保険約款・特約にはご契約内容について重要な事項が記
載されています。必ずご一読のうえ、大切に保管し必要に応じてご覧ください。

ご契約の際には弊社の重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）、
普通保険約款・特約をご覧ください。お手元にない場合にはお渡しい
たしますので、お申し出ください。 

■事故が生じた場合 

「ビジネスぴたっと」は、事業安心総合保険の愛称です。 

万一事故が生じた場合、直ちに取扱代理店または弊社までご連絡ください。

■「保険料分割払特約」をセットされた場合のご注意 
分割払保険料は、保険証券記載の払込期日までに払込みください。所定の期日まで
に保険料の払込みがない場合は、次のようになりますのでご注意ください
①事故による損害または損失に対して保険金をお支払いできないことがあります。
②保険契約を解除させていただくことがあります。

●告知義務について 
　 申込書に記載された危険に関する重要な事項のうち、弊社が告知を求める項目（告知事
項）について、ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によりお申し出いただ
かなかった場合や、お申し出いただいた事項が事実と異なっている場合には、保険契約が
解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。

●通知義務について 
　 ご契約後、ご契約内容に変更が生じた場合は、遅滞なく取扱代理店または弊社にご連絡
ください。変更の事由によっては、ご契約者または被保険者の故意または重大な過失に
より遅滞なくご連絡いただかなかった場合に、保険契約が解除されたり、保険金をお支
払いできないことがあります。

●保険料領収前に発生した損害について 
保険料を領収する以前に生じた事故による損害または損失については、保険金をお支
払いできません。

お支払いする場合 お支払いする額 お支払いできない主な場合 補償の種類 

5．賠償責任の補償（賠償責任補償条項） 

被保険者による対象施設の所有・使用・管理に起因する偶然な事故、または対象施設の用
途に伴う業務遂行に起因する偶然な事故による第三者の身体の障害・財物の損壊または
第三者に対する人格権侵害※1について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担するこ
とにより損害を被った場合

損害賠償金
［1事故かつ保険年度ごとに左記（1）～（3）および
下記（4）～（9）の費用保険金を合算して1事故か
つ保険年度ごとに総（共通）支払限度額を限度］
［第三者に対する人格権侵害に伴う保険金および
左記（3）はそれぞれ1事故かつ保険年度ごとに100
万円を限度］ 
［下記（8）（9）は合計して1事故かつ保険年度ごと
に100万円を限度。ただし、（8）のうち見舞金また
は見舞品の購入費用は、対人事故の場合は1名に
つき10万円、対物事故の場合は1被害者につき2
万円を限度］

（1） 施設に関する賠償責任
（昇降機に関する賠償責任を含みます。）

（2） 生産物に関する賠償責任

【左記（1）～（3）共通】
・前記2．（ク）、（ケ）、（コ）
・日本国外で発生した事故
・ご契約者や被保険者の故意
・特別の約定によって加重された損害賠償責任
・被保険者と世帯を同じくする親族に対する損害賠償責任
・被保険者の使用人が、業務に従事中に被った身体の障害に起因
する損害賠償責任
・汚染物質の排出、流出、溢出、漏出に起因する損害賠償責任

別途、左記（1）～（3）に固有のお支払いできない場合があります。
詳しくは、普通保険約款・特約をご覧ください。

対象施設において被保険者が製造・販売もしくは提供する生産物に起因して保険期間中
に生じた偶然な事故、または被保険者が行った業務の結果・業務の目的物に起因して業務
の終了・放棄後に生じた偶然な事故による第三者の身体の障害・財物の損壊または第三
者に対する人格権侵害※1について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することに
より損害を被った場合

（3） 受託物に関する賠償責任
受託物が対象施設内にある間、または業務の目的に従って受託物が対象施設外にある間に、
偶然な事故により、受託物の損壊が発生したことについて、受託物に対して正当な権利を有
する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合

※1 人格権侵害とは、不当な身体の拘束による自由の侵害、口頭・文書による名誉毀損等をいいます。
※２ 上記以外に次の費用保険金をお支払いします。詳しくは、普通保険約款・特約をご覧ください。
　   （4）争訟費用保険金、（5）損害拡大防止費用保険金、（6）応急措置費用保険金、（7）協力費用保険金、（8）初期対応費用保険金、（9）訴訟対応費用保険金

お支払いする額 お支払いできない主な場合 お支払いする場合 

4．営業継続費用（営業継続費用補償条項） 

前記3．の（1）～（3）のいずれかの事由により、営業が休止または阻害されたために営業継続費用※が生じた場合
※ 標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するために復旧期間内に生じた必要かつ有益な費用の
うち通常要する費用を超える部分をいい、同期間内に支出を免れた費用があるときはその額を差し引いた額と
します。ただし、次の費用は含まれません。
ア．事故の有無にかかわらず営業を継続するために支出を要する費用
イ．損害を受けた物を損害発生直前の状態に復旧するために要する一切の費用
ウ．一時使用のために取得した物件の復旧期間終了時における時価部分

営業継続費用の額
［保険年度ごとに保険証券記載の支払限度額（保険金額×
30倍）を限度］

前記3．と同様
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お支払いする場合 お支払いする額 お支払いできない主な場合 特約の種類 
付帯できる 
保険の対象 

・空気の乾燥、湿度変化または温度変化
・置き忘れ、紛失、不注意による廃棄
・保険の対象である情報機器以外の機器による処理
・作業上の過失、技術の拙劣による損害

情報メディア損害費用補償特約

不測かつ突発的な事故により、情報メディア（磁気テープ、磁気ディスク、磁気ドラム、
パンチカード等）に損害が生じた場合。ただし、不正アクセスやコンピュータウイルス
等により、情報（プログラム、ソフトウェア、データ）に対してのみ損害が生じた場合は、
修復、再作成、または再取得する場合に限ります。

設備・什器等
実費－5万円
［1事故かつ保険年度ごとに50万円を限度］

・盗難発生後その日を含めて60日以内に発見することができなかっ
た盗難
・万引き、その他収容場所に不法に侵入しなかった者による盗難
・保険証券記載の建物外で保管中または輸送中に生じた盗難

商品・製品等の盗難危険補償特約 商品・製品等が保険証券記載の建物内にある間に、盗難により盗取・損傷・汚損が
生じた場合

商品・製品等

・前記2．（ク）、（ケ）、（コ）
・ご契約者や被保険者の故意または重大な過失
・被保険者の配偶者、同居の親族、別居の未婚の子の犯罪行為の
結果負担した費用

防犯対策費用補償特約
保険の対象である建物において不法侵入を伴う犯罪行為が発生し、犯罪の再発を
防止するため、建物の改造を行った場合。ただし、その犯罪行為発生の日から、その
日を含めて180日以内に負担した費用に限ります。

建物
設備・什器等
商品・製品等

実費
［1事故1敷地内かつ保険年度ごとに10万円
を限度］

・前記2．（ア）～（サ）（電気的事故または機械的事故はお支払対象
となります。）
・日時認識の誤りによる誤作動または故障
・上記の事故の際における機械設備等の紛失･盗難

財物の電気的・機械的事故補償
特約

保険の対象が稼動可能な状態にあるとき、不測かつ突発的な外来の事故に直接起
因しない電気的事故・機械的事故により損害が生じた場合

建物
設備・什器等

・前記2．（ク）、（ケ）、（コ）
・改築、増築、取りこわし等の工事に起因する損害賠償責任
・貸主との間の特別の約定によって加重された損害賠償責任

借家人賠償責任補償特約
火災または破裂・爆発により、被保険者が借用する戸室が損壊し、被保険者が借用
する戸室の貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った
場合

設備・什器等
商品・製品等

損害賠償金
［1事故につき、支払限度額を限度］

・前記2．（ク）、（ケ）、（コ）
・ご契約者、被保険者、貸主の故意もしくは重大な過失または法令
違反
・ご契約者、被保険者または貸主の所有・運転する車両またはその
積載物の衝突・接触

・前記3．の場合
・脅迫行為によって生じた損失・営業継続費用

修理費用補償特約 前記2．の（1）～（5）、（7）a．の事故により、被保険者が借用する戸室が損壊し、被
保険者がその貸主との契約に基づき、自己の費用で修理した場合

設備・什器等
商品・製品等

実費－3千円
［1事故につき、支払限度額を限度］

残存物取片付け費用補償特約 前記2．の（1）～（5）の事故により、損害保険金が支払われ、損害を受けた保険の対
象の残存物の取片付けに必要な費用が生じた場合

建物
設備・什器等
商品・製品等

実費
［損害保険金×10％を限度］

・前記2．（ア）、（ウ）～（オ）、（キ）～（サ） 
・火災、落雷、破裂・爆発、輸送用具の脱線・墜落・他物との衝突・
沈没等に起因しない輸送中の破損・まがり・へこみによる損害
・荷造りの不完全によって生じた損害
・輸送の遅延による損害

輸送中の商品・製品等補償特約 商品・製品等の日本国内における輸送中に、水災、盗難、輸送用具の衝突事故等
による破損などにより損害が生じた場合

商品・製品等

食中毒休業損失補償特約

保険証券記載の被保険者の営業施設における食中毒の発生、または施設におい
て製造・販売・提供した食品に起因する食中毒の発生により、行政機関による営業
の禁止・停止処置等を受けたことにより休業損失または営業継続費用が生じた場合
（営業継続費用は、上記4．にご加入の場合にお支払いします。）

前記3．と同様
［ただし、休業日数は事故発生日の午前0
時から24時間を経過した時以後の復旧期
内の休業日数とし、30日を限度とします。］

・前記3．の場合
・日時認識の誤りによる誤作動または故障
・上記の事故の際における機械設備等の紛失･盗難

休業損失の電気的・機械的事故
補償特約

前記3．の保険の対象が稼動可能な状態にあるとき、不測かつ突発的な外来の事故
に直接起因しない電気的事故・機械的事故により休業損失または営業継続費用が
生じた場合（営業継続費用は、上記4．にご加入の場合にお支払いします。）

前記3．と同様
［ただし、休業日数は事故発生日の午前0
時から24時間を経過した時以後の復旧期
内の休業日数とします。］

［保険金額または「損害額－1万円」のいずれ
か低い額を限度］

保険金額
保険価額（時価）×80％

（損害額－1万円）×

［保険金額または「損害額－1万円」のいずれ
か低い額を限度］

保険金額
保険価額（時価）×80％

（損害額－1万円）×

［保険金額または「損害額－1万円」のいずれ
か低い額を限度］

保険金額
保険価額（時価）×80％

（損害額－1万円）×

前記2．の（1）および（5）の事故に加えて、（2）～（4）、（6）、（7）a．の事故により、保
険の対象である屋外設備・装置等に損害が生じた場合。ただし、屋外設備・装置に
収容される商品・製品等の盗難については、損害保険金をお支払いしません。

屋外設備・装置等の補償拡大に
関する特約

設備・什器等
［保険金額または損害額のいずれか低い額
を限度］

保険金額
保険価額（時価）×80％

損害額×
前記２．と同様
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じゅう

じゅう
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なら、 
事業活動を取り巻くさまざまなリスクをニーズに応 じて「ぴたっと」サポート！ 

敷地内包括契約割引 

各種割引でお得な保険料！ 

ご要望に応じて補償を選べる！ 

「ビジネスぴたっと」は、店舗、事
務所、作業場などの事業所を対象
とした保険です。 

「財物の損害の補償」に加えて、「休
業したときの損失補償」や「賠償
責任の補償」をご契約いただくと
単独でのご加入に比べて割安な保
険料でご契約できます。 

※上記の「敷地内包括契約割引」、「長期年払割引」も併せて適用
できます。 

※上記の3つの割引以外にも、一定基準の消火設備を備えている
場合や、物件の実態を調査することでリスクが低いと判断され
た場合など、保険料を割引できる場合があります。 

※敷地内所在の被保険者所有物件を包括してご契約いただきます。
　建物を保険の対象とする場合は、保険金額を再調達価額（同等の
建物を再築・再取得するのに必要な額）で設定します。

「財物損害の補償」に、「敷地内包括契
約に関する特約」を付けた場合 

2

財物損害の補償の保険料

10%割引 

「財物損害の補償」に、「休業損失の補償」
をセットした場合 

休業損失の補償の保険料

20%割引 
「財物損害の補償」に、「休業損失の補償」
と「賠償責任の補償」をセットした場合 

休業損失の補償の保険料

20%割引 
財物損害の補償の保険料

2.5%割引 

長期年払割引 

※2年目以降の保険料のお支払いは、各年度の始期応当月となります。
※休業損失のみのご契約の場合は、休業損失の保険料を3％割引します。

※業種によってご加入できる補償
が異なります。

保険期間2年または3年の長期年払でご
契約された場合 

条項セット割引 
補償をセットでご契約いただいた場合、保険料がさらにおトク
になります。 

お客さまの業種やご要望に合わせて、補償を組み合わせるこ
とができます。 

財物損害の補償の保険料

3%割引 

さらに 

お選びになった各補償について、 
詳しい補償内容をご確認ください。（P3～5） 

財物損害のみ 

休業損失のみ 

財物損害＋休業損失 

STEP 1
1
2
3

基本補償を次の3種類から 
お選びください。 

施設賠償責任 

生産物賠償責任 

受託物賠償責任 

STEP 2

STEP 3

1
2
3

賠償責任の補償の有無と 
種類をお選びください。 

事業活動に伴うさまざまなリスクを 
一つの契約に一本化できるため、 
漏れやダブりのない 
効率的な補償が可能です。 

災害や事故等から 
大切な事業資産を守る 

火災、風災、水災などの災害から、 
盗難、破損・汚損などの事故まで、 

幅広く補償します。 

万一の事故のときの 
お客さまなどへの賠償を  補償！ 

誤ってお客さまにヤケドをさせてし　 まったり、提供した 
飲食物が原因で食中毒が発生した 
場合などの賠償金を補償します。 

災害や事故等で休業したときの 
粗利益をしっかり補償！ 

火災、風災、水災などの災害から、 
盗難、破損・汚損などの事故まで、 
休業中の粗利益を補償します。 

ぴたっと安心ポイント 

ぴたっと安心ポイント 

ぴたっと安心ポイント 

取引先の休業による 
休業損失なども補償！ 
従来の店舗休業保険よりも補償範囲が広がり、 
破損や汚損などの事故や取引先の火災による 
休業によって生じた損失も対象となります。 

業種に応じた 
賠償責任補償を選べる！ 
業種に応じて、施設賠償責任、 
生産物賠償責任などの 
契約パターンの中からお選びいただけます。 

水災、台風などの 
自然災害の補償が充実！ 
従来の店舗総合保険よりも 
充実した補償内容です。 

事故にあった建物等を 
保険金で再築できる！ 
損害を受けた建物や設備・什器等を、 
元通りにできるだけの補償が受けられます。 
（注）「敷地内包括契約に関する特約」および「設備・什器等新価実
　    損払特約」をセットした場合

詳しくは 

P3～4
詳しくは 

P5

詳しくは 

P5

突然の事故で、 
ショーウインドーが破損した 誤ってお客さまに 

ヤケドをさせてしまった 

提供し    た飲食物により 
食中毒    が発生した 

お客さまから預かった 
カバンを破損させてしまった 

水災で店舗が水浸しになった 

看板が風で 
吹き飛ばされた 

店舗が火災にあった 

店舗の火災等により 
復旧までの間、休業した 

店舗の火災等により 
復旧までの間、仮店舗を借りた 

1

じゅう

じゅう 



くわしい補償内容をご確認ください。 

従来の火災保険と比べて、充実した補償を実現しました！ 

地震・噴火・津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって、建物が損害を受けたとき、 
保険金をお支払いします。詳しくは、重要事項説明書をご覧ください。 

従来の火災保険と 
比べて台風や水災時の 
補償を充実！ 1

補償をさらに充実させる 
さまざまな特約を 
ご用意しています！ 

災害や事故に 
伴う費用も 
補償します！ 

下記の事故により保険の対象に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
保険の対象を 
お選びください。 

［建物の一部を居住用として使用している建物を保険の対象とする場合に限ります。］ 

建物 

免責金額（自己負担額）3千円 
免責金額（自己負担額）3万円 
損害額が20万円以上の場合にお支払い※1 
 
 

損害額を全額補償（保険金額を限度） 

43

失火やもらい火など 

当社の店舗総合保険の場合 

当社の普通火災保険（一般物件用）の場合 

火災や落雷、 
破裂・爆発 

建物外部からの 
物体の落下・ 
飛来・衝突・倒壊 

給排水設備または 
他人の戸室の事故による 

水濡れ 

補償されません 補償されません 

補償されません 

補償されません 補償されません 補償されません 補償されません 

ガラス・屋根の損害など 
風災・雹災・雪災 

従来の火災保険には 
なかった新補償！ 

水災・台風の災害時も 
モレなく補償！ 

わずかな損害額でも 
しっかりカバー！ 

台風等による洪水など 
水災 建物や設備・什器等の 

盗難による 

盗取・損傷・汚損 

　～　以外の 

破損・汚損事故など 
1 1 72 3 4 5 6 7 8

保険証券記載の「風災
等免責金額」を差し引い
てお支払いします。

保険金をお支払いする場合、お支払いする保険金の額など詳細については、補償内容（P6、裏面）または重要事項説明書をご覧ください。 

各　　　　　  　    は、別途所定の補償または特約のセットをお申込みいただき、その保険料をお支払いいただいた場合に補償されます。 

設備・什器等 
設備、装置、機械、器具、
工具、什器または備品

商品・製品等 
商品、原料、材料、仕掛品、半製品、
製品、副産物または副資材

支払方法は、次の3つからお選びいただけます。

支払限度額500万円 
支払限度額100万円 
補償対象外 

支払方法は、次の3つからお選びいただけます。

 損害額の一定割合まで補償※3
（従来の店舗総合保険と同様）
 水災危険補償対象外 

下記の補償や補償の対象外とすることもできます。

※1 支払方法の詳細は、P6の「風災等支払方法変更
（フランチャイズ）特約」をご参照ください。

※8 「設備・什器等」を保険の対象とする場合にセットできる特約です。　※9 「商品・製品等」を保険の対象とする場合にセットできる特約です。　

※10「建物」または「設備・什器等」を保険の対象とする場合にセットできる特約です。 

※11 「設備・什器等」または「商品・製品等」を保険の対象とする場合にセットできる特約です。
上記以外の「残存物取片付け費用補償特約」「修理費用補償特約」「修理付帯費用補償特約」「屋外設備・装置等の補償拡大に関する特約」に
ついては、特約の補償内容（裏面）をご覧ください。 

破損・汚損損害等補償対象外 
補償の対象外とすることもできます。

（注）商品・製品等の盗難は保険金の
お支払対象となりません。

免責金額（自己負担額）1万円を差し引
いてお支払いします。

損害額が２０万円以上の
場合に限り、補償します。

損害額が２０万円以上の
場合に限り、補償します。

損害額の一定割合まで
補償します。

（注）商品・製品等の盗難は
保険金のお支払対象
となりません。

損害割合30％
以上の損害、
または床上浸水※2
もしくは地盤面より
45cmを超える浸水による損害の場合

あんしん 「再調達価額・敷地内包括」 
 のご契約で、 
 ますます安心！ 

罹災した建物等の再築・修理費用を補償！ 

2
あんしん 

3
あんしん 

4
あんしん 

■建物の損害は、再調達価額※4を基準に保険金をお支
払いします。

■1つまたは複数の敷地内に所在する建物、設備・什器等、
商品・製品等をまとめて補償することができます。

■敷地内に所在する被保険者所有の屋外設備・装置
を設備・什器等に含めて補償します。（屋外設備・装
置については、上記の補償内容のうち、　と　の事
故が補償の対象となります。）

■「財物損害の補償」の保険料を10％割引します。

※4 同等の建物（同一の構造、用途、規模の建物）を再築・再取得するのに必要な額

※5 同等の設備・什器等（同一の質、用途、規模の設備・什器等）を再取得するのに必要な額

※6  地震保険とは異なります。

※7 設備・什器等、商品・製品等の場合は、収容する建

物が半焼以上となったときにお支払いします。

（注）上記は水災により地盤面
より45cmを超える浸水が
生じた場合の補償額の
比較です。支払方法の詳
細は、P6をご参照ください。

（注）証券記載の免責
金額（3千円また
は3万円）を差し引
いてお支払いします。

集中豪雨による水災で店舗建物・
設備什器・商品が水浸しになった！

災害・事故の 
発生に伴う諸費用 

風災による 
わずかな損害に対しても、 
補償が広がりました！ 

水災被害に対して、 
補償が広がりました！ 

災害時諸費用保険金 

上記　 ～　の事故に
伴って生じる諸費用とし
て保険金をお支払いします。

損害保険金×30％ 
（下記でご選択の支払限度額を限度）

地震による火災時に 
かかる諸費用 

地震火災費用保険金※6

地震・噴火・津波による火
災で、建物が半焼以上の
損害を受けたときに保険金
をお支払いします。※7

保険金額×5％（300万円を限度）

例えばこんな災害にあった場合 

従来の店舗総合保険では 
損害額の全額は補償されません。 
建物の補償額
（損害額×70%）
設備什器・商品の補償額
（保険金額×5%）

建物・設備什器・商品の補償額
（損害額×100%）
ただし、保険金額を限度

なら！ 

損害額を全額補償します！ 

台風により建物の一部が飛ばされた！

例えばこんな災害にあった場合 

従来の店舗総合保険では 

なら！ 

20万円未満の小損害も 
補償の対象となります。 

１事故20万円未満の損害は 
補償されません。 

情報メディア損害 
費用補償特約※8

 損害額－5万円（50万円を限度）

防犯対策費用 
補償特約 

実費（10万円を限度）

財物の電気的・ 
機械的事故 
補償特約※10

上記　 ～　の
事故以外の電気
的・機械的事故
により損害が生じ
た場合に保険金
をお支払いします。

 損害額－1万円（保険金額を限度）

借家人賠償責任 
補償特約※11

火災、破裂・爆発により、
借用する戸室が損壊し、
貸主に対して法律上
の損害賠償責任を負
担した場合に保険金
をお支払いします。

損害賠償金（支払限度額を限度）

（ ）（ ）

（従来の店舗総合保険と同様） 

不測かつ突発的な事故により 
情報メディアに
損害が生じた場
合の修復・再作
成費用をお支
払いします。

商品・製品等の 
盗難危険 
補償特約※9

 損害額－1万円（保険金額を限度）

商品・製品等
が盗難にあっ
た場合に保険
金をお支払い
します。

輸送中の商品・ 
製品等 
補償特約※9

 損害額－1万円（保険金額を限度）

商品・製品等の輸送中に、水災、
盗難、輸送用具の衝突事故
などによって損
害が生じた場合
に保険金をお支
払いします。

（注）その1、その2とも補償内容を限定し、従来の店舗総合保険と同様の補償内容で、ご加入いただくことも可能です。

「敷地内包括契約に関する特約」をセットいただいた 
 場合のメリット 

■設備・什器等の損害は、再調達価額※5を基準に 
保険金額を限度に保険金をお支払いします。

さらに 

1

「設備・什器等新価実損払特約」をセットいただいた 
 場合のメリット 2

その 

1
その 

2

1 5

1 5

1 8建物内で不法侵入を伴う犯罪行
為が発生し、再発防止のため、建
物の改造を
行った場合に
保険金をお
支払いします。

じゅう

じゅう 

騒擾・集団行為・ 
労働争議 

じょう 
ひょう 

じゅう

じゅう

じゅう

じゅう

じゅう

じゅう

じゅう 

じゅう じゅう

じゅう 

じゅう じゅう

じゅう

じゅう

他人の自動車の飛込みなど 

※2 「床上浸水」の判定は、P6の2.財物損害の補償を
ご参照ください。

※3 支払方法の詳細は、P6の「水災支払方法変更特
約」をご参照ください。

ショーウインドーの破損など 

（例）盗難にあい、再発防止のた
めに錠前を交換した 

（例）コンピュータウイルスが原
因でソフトが破損し、再取
得した 

（例）電気的・機械的な事故によ
り作業場の機械が故障した 

（例）商品・製品が盗難にあった 

（例）テナントの戸室で火災が発
生し家主への損害賠償責
任が生じた 

（例）商品の輸送中に偶然な事故
で商品が破損した 



ビジネスぴたっと（事業安心総合保険）の補償内容 
1.保険の対象 

お支払いする場合 

お支払いする額※1

再調達価額基準でのご契約 時価額基準でのご契約 

損
害
保
険
金 

費
用
保
険
金 

支
払
方
法
を
変
更
す
る
特
約（
任
意
で
セ
ッ
ト
） 

損害額
［保険金額を限度］

損害額
［保険金額を限度］

損害額－1万円
［保険金額を限度］

保険金額×5％
［1事故1敷地内につき、300万円を限度］

損害額×70％
［保険金額を限度］

同左

同左

●ビジネスぴたっとは、事業用の店舗、事務所、作業場などの事業所を対象とした保険です。
●下記の条件に該当する場合は、ビジネスぴたっとでのお引き受けはできませんので、ご注意ください。 
財物損害の補償：保険金額の合計が10億円超の場合、休業損失の補償・営業継続費用：粗利日額が1万円未満または300万円超の場合、賠償責任の補償：①保険料算出の基礎とする対象面積が10m2未満の場合、
②保険料算出の基礎とする売上高が150万円未満または30億円超の場合、財物損害の補償または休業損失の補償のいずれもご契約されない場合
●財物損害の補償では、事業用の「建物」、建物内収容の「設備・什器等（設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品）」、建物内収容の「商品・製品等（商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資
材）」が保険の対象となります。 
（「敷地内包括契約に関する特約」をセットして、敷地内に所在する被保険者（保険の補償を受けられる方。以下同様とします。）所有の建物、設備・什器等、商品・製品等を包括してご契約いただくこともできます。）
●財物損害の補償では、門・塀・垣、物置・車庫その他の付属建物は申込書に明記しないと保険の対象となりません。 
（床面積66m2以上の物置・車庫その他の付属建物は、別保険金額でご契約ください。）
●次のものは、財物損害の補償で保険の対象となりませんので、ご注意ください。 
 ①専用住宅建物または個人が所有する併用住宅建物（建物の一部を店舗や事務所等に併用している建物。法人・個人事業主が所有する併用住宅建物は対象となります。）  ②家財  ③自動車、自動三輪車、自動二輪

車（総排気量が125cc以下の原動機付自転車は対象とすることができます。）  ④通貨、預貯金証書、手形・小切手、印紙、切手、有価証券など  ⑤稿本（本などの原稿）、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証
書、帳簿など  ⑥屋外設備・装置※  ⑦野積の動産  ⑧建築工事中の建物  ⑨据付工事中の機械設備・機械装置  ⑩工事用仮設建物、工事用仮設物、建築用仮工事の目的物  ⑪建設機械（掘削機、ブルドーザー、ロー
ドローラー等の工事用機械をいいます。）、電車、機関車、客車、貨車など
　※「敷地内包括契約に関する特約」をセットした場合は、保険の対象である設備・什器等の保険金額に含んでご契約いただきます。 

    （この場合、屋外設備・装置は、火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹災、雪災に限り、補償します。）

※2 「水災危険補償対象外特約」をセットした場合、上記「（6） 水災」による損害は補償の対象外となります。
※3 床上浸水とは、居住の用に供する部分がある建物でその床を超える浸水をいいます。（この場合の床とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。）
※4 「破損・汚損損害等補償対象外特約」をセットした場合、上記「（8） 破損・汚損事故など」による損害は補償の対象外となります。
※5 「災害時諸費用保険金補償対象外特約」をセットした場合、災害時諸費用保険金はお支払いの対象外となります。
※6 上記（1）～（7）a．、（8）の事故により、貴金属・宝玉・宝石・書画・骨董・彫刻物その他の美術品の損害額が1個または1組あたり30万円を超える場合、1事故30万円を限度に補償します（保険金額を限度）。ただし、「貴金属・美術品等の支払限度額変更特約」
をセットした場合は、損害額が1個または1組あたり100万円を超える場合、1事故100万円を限度に補償します（保険金額を限度）。

※7 保険金をお支払いできない主な場合の（ア）～（コ）は、損害保険金および費用保険金について共通です。ただし、上記（ケ）は、地震火災費用保険金には適用しません。

2．財物損害の補償（財物損害補償条項） 

（1）火災、落雷、破裂・爆発
（2）建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊
（3）給排水設備・他人の戸室で生じた事故による水濡れ
（4）騒擾・労働争議による暴力・破壊行為

（6）水災※2（台風・暴風雨等による洪水、高潮、土砂崩れ等）により
　  イ．損害額が保険価額の30％以上となった場合
　  ロ．上記以外で床上浸水※3または地盤面より45ｃｍを超える浸水による損害が生じた場合

（5）風災、雹災、雪災

（7）盗難

建物

設備・什器等
商品・製品等

a.（建物、設備・什器等のみ） 盗難による盗取、損傷、汚損
　※商品・製品等の盗難は対象となりません。

b.（設備・什器等が保険の対象のとき） 業務用通貨・預貯金証書の盗難

イ.損害額が保険価額の30％以上となった場合

上記イ.以外で床上浸水※3
または地盤面より45cmを超
える浸水による損害 ロ.損害額が保険価額の15％以上30％未満の場合

ニ.床上浸水※3または地盤面より45cmを超える浸水による損害

ハ.損害額が保険価額の15％未満の場合

保険金額＊×10％
［1事故1敷地内につき、200万円を
限度］
＊保険金額が保険価額（時価）を超
えるときは、保険価額（時価）とします。

保険金額＊×5％
［ハ．とニ．の損害保険金を合わせて1
事故1敷地内につき、100万円を限度］
＊保険金額が保険価額（時価）を超
えるときは、保険価額（時価）とします。

［左記ロ．ハ．ニ．の損害保険金
が同時に支払われる場合、損害
保険金の合計額は、1事故1敷
地内につき200万円を限度］

保険金額×10％
［1事故1敷地内につき、200万
円を限度］

保険金額×5％
［ハ．とニ．の損害保険金を合わ
せて1事故1敷地内につき、100
万円を限度］

［左記ロ．ハ．ニ．の損害保険金
が同時に支払われる場合、損害
保険金の合計額は、1事故1敷
地内につき200万円を限度］

損害額
［1事故1敷地内につき、業務用通貨：30万円を限度、業務用預貯金証書：

300万円または設備・什器等の保険金額のいずれか低い額を限度］

保険金額＊×5％
［1事故1敷地内につき、300万円を限度］ 
＊保険金額が保険価額（時価）を超えるときは、保険価額（時価）とします。

損害保険金×30％
［1事故1敷地内につき、保険証券記載の支払限度額を限度］

［保険金額または「損害額－1万円」のいずれか低い額を限度］

保険金額
保険価額（時価）×80％

［保険金額または損害額のいずれか低い額を限度］

お支払いできない主な場合 

損害額×

保険金額
保険価額（時価）×80％

［実費を限度］

実費×

損害額
［保険金額を限度］

実費

風災等支払方法変更（フランチャイズ）特約

　上記「（5）風災・雹災・雪災」の損害保険金の支払方法を損害額が20万円以上となった場合のみに変更する
特約です。

水災支払方法変更特約
　上記「（6）水災」の損害保険金の支払方法を下記に変更する特約です。

保険金額
保険価額（時価）×80％

［保険金額または損害額のいずれか低い額を限度］

損害額×

損害額
保険価額 （時価）

＊保険金額が保険価額（時価）を超えるときは、保険価額（時価）とします。

保険金額＊× ×70％

保険金額
保険価額（時価）×80％

［保険金額または損害額のいずれか低い額を限度］

保険金額
保険価額（時価）×80％

損害額×

損害額－保険証券記載の免責金額
［保険金額を限度］

保険金額
保険価額（時価）×80％

［保険金額または「損害額－保険証券記載の免責金額」のいずれか 
低い額を限度］

（損害額－保険証券記載の免責金額）×

（8）破損・汚損事故など※4（上記（1）～（7）以外の不測かつ突発的な事故）

災害時諸費用保険金※5
上記（1）～（5）の事故により損害保険金が支払われる場合

地震火災費用保険金
　　地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により下記の損害が生じた場合
　　　イ．（建物の場合）建物が半焼以上となったとき

　　　ロ．（設備・什器等または商品・製品等の場合）これらを収容する建物が半焼以上となったとき

損害防止費用
上記「（1）火災、落雷、破裂・爆発」の事故により損害の防止または軽減のために必要かつ有益な費用を支
出した場合

（損害額－1万円）×

休業損失は、建物などの財物損害を上回ることがあります。 
万一の災害や事故等による休業に備えて、休業損失の補償へのご加入をおすすめします。 
基本補償 

休業損失補償条項 

自社の占有物件、ユーティリティ設備（電気・ガス・水道等）、構外物件（直接の仕入先および直接の納品先）が、火災、
風災、水災などの事故によって損害を受けた結果、自社の営業が休止または阻害されたために生じる損失を補償します。
また、火災、風災、水災などの万一の災害から、盗難、破損・汚損などの事故まで、さまざまな事故を補償します。
（従来の店舗休業保険よりも補償範囲が広がり、破損・汚損による事故や構外物件の事故による休業損失も補償します。）

保険金額×休業日数※1

限定補償 
（　 の事故と構外物件の事故を補償対象外） 

下記の補償とすることもできます。

営業継続費用 
補償条項 

「基本補償」の対象
となる事故が発生し
たことにより営業が
休止または阻害され
たために生じた営業
継続費用※2をお支
払いします。

損害額 
（保険金額×30倍を限度）

食中毒休業 
損失補償特約 

食中毒の発生により行政機関に
よる営業の禁止・停止等の処置
を受けたため
に生じた損失
に対して保険
金をお支払い
します。

保険金額× 
休業日数※3

休業損失の 
電気的・機械的事故 
補償特約 

「財物損害の補償」の　～　の事
故以外の電気的・機械的事故により
営業が休止または阻
害されたために生じ
た損失に対して保険
金をお支払いします。

保険金額× 
休業日数※1

※1 保険証券記載の約定復旧期間を限度とします。（定休日は休業日数に含めません。） ※2 仮店舗・事務所の賃借料や外注費など営業継続に必要な費用をいい、支出を免れた費用を差し引いた額となります。 
※3 30日を限度とします。（定休日は休業日数に含めません。）

事業経営には、思いがけないさまざまな賠償リスクが存在します。 
万一の事故による損害賠償に備えて、賠償責任の補償へのご加入をおすすめします。 

※業種によってご加入できる補償が異なります。
※賠償責任の補償は、すべての保険金を合算して1事故かつ保険年度ごとに、総（共通）支払限度額を限度にお支払いします。

施設賠償責任 
の補償 

施設賠償責任の補償 
昇降機に関する 
賠償責任 

生産物賠償責任 
の補償 

受託物賠償責任 
の補償 

偶然な事故により受
託物に損害を与え、法
律上の損害賠償責任
を負担した場合に保
険金をお支払いします。
（1事故かつ保険年度
ごとに100万円を限度）

※「施設賠償責任の補償」または「生産物賠償責任
の補償」をご選択される場合にセットできます。

※「施設賠償責任の補償」をご選択される場合に
セットできます。

保険金額

「1日あたりの粗利益額」で設定 

お支払いする保険金の額

※ 保険証券記載の約定復旧期間を限度とします。 
    （定休日は休業日数に含めません。）

休業保険金＝保険金額×休業日数※ 

対象施設の所有・
使用・管理に起因
する偶然な事故や
業務の遂行に起
因する偶然な事故
により、第三者に損害を与え、法律上の
損害賠償責任を負担した場合に保険金
をお支払いします。

業務中のお客さまへの賠償事故や 
製造・販売した商品に伴う賠償事故など、 
万一の事故の際のお客さまなどへの 
賠償金をしっかり補償します。 1

あんしん 
ご契約者さまの業種に応じて、 
施設賠償責任、生産物賠償責任など 
必要な補償をご選択いただけます。 2

あんしん 

自社はもちろん、仕入先などの事故による休業まで、 
幅広い事由による休業損失を補償します！ 

休業保険金 
お支払いの 
しくみ 

事故時の仮店舗の 
賃借料などの 
営業継続費用や 
食中毒発生時の 
休業損失の 
補償など、 
オプションも 
ご用意しています！ 

営業利益 

一般管理費 

商品仕入高・原材料費 

この部分の 
収益減少を補償 

売上高 粗利益 
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（ア）ご契約者や被保険者の故意もしくは重大な過失（著しく注意を怠ること。以下同様とします。）または法令違反
（イ）ご契約者または被保険者の所有・運転する車両またはその積載物の衝突・接触
（ウ）火災や爆発、地震等の事故の際の紛失・盗難
（エ）建物またはその開口部の直接の破壊を伴わない雨・風・雹または砂塵の吹込み等による損害
（オ）保険の対象の欠陥、自然の消耗・劣化、変色、さび、かび、腐敗、ひび割れ、ねずみ食い、虫食いなど
（カ）設備・什器等および商品・製品等が保険証券記載の建物の外にある間に生じた事故
（キ）コンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム・データ等のみに生じた損害
（ク）戦争、内乱その他のこれらに類似の事変または暴動

（ケ）地震・噴火またはこれらによる津波
（コ）核燃料物質に起因する事故
（サ）上記「（8） 破損・汚損事故など」による損害は、次のような場合も保険金をお支払いできません。
　・差押え、収用、没収、破壊などの公権力の行使
　・ご契約者や被保険者の業務に従事中の使用人の破壊行為
　・電気的事故または機械的事故
　・置き忘れ、紛失または不注意による廃棄
　・保険の対象のうち、美術品の修理等に伴う価値の下落または格落損害による損害

1
あんしん 

2
あんしん 

対象施設内の昇降機（エレ
ベータ、エスカレータ等）の
所有・使用・管理に起因す
る偶然な事故により、第三
者に損害を与え、法律上の
損害賠償責任を負担した場
合に保険金をお支払いします。

被保険者が対象施設で製造・販売した
生産物や被保険者が行った仕事の終了
後の結果に起因する
偶然な事故により、第
三者に損害を与え、法
律上の損害賠償責任
を負担した場合に保
険金をお支払いします。

「財物損害の補償」の　～
　の事故のほか、ユーティリ
ティ設備や構外物件の事故
により営業が休止または阻
害されたために生じた損失
に対して保険金をお支払い
します。
（詳しくは、下記あんしん1をご覧ください。）

1
8

8

1 8

お支払いする額 お支払いできない主な場合 お支払いする場合 

3．休業損失の補償（休業損失補償条項） 

下記（1）～（3）のいずれかの事由により、営業が休止または阻害されたために損失が生じた場合
（1） 下記a．～d．の保険の対象が、①火災、落雷、破裂・爆発 ②風災・雹災・雪災・水災 ③建物外部からの物体

の落下・飛来・衝突・倒壊 ④給排水設備・他人の戸室で生じた事故による水濡れ ⑤騒擾・労働争議による
暴力・破壊行為 ⑥盗難 ⑦破損・汚損事故などにより損害を受けた場合

　　【保険の対象】a．保険証券記載の建物、構築物、これらの所在する敷地内にある被保険者の占有する物件
　　　　　　 　　b．a．の建物等のうち、他人が占有する部分
　　　　　　 　　c．a．の建物等に隣接するアーケードおよびそれに面する建物等
　　　　　　 　　d．a．の建物等へ通じる袋小路およびそれに面する建物等
（2） 上記（1）①～⑥の事故により、日本国内に所在する電気、ガス、熱、水道、工業用水道、電信・電話の供給・

中継設備の機能が停止または阻害された場合（ユーティリティ設備の事故）
（3） 直接の供給者または受入者が占有する日本国内に所在する物件が、上記（1）①～⑥の事故により損害を受

けた場合（構外物件の事故）

保険金額×休業日数※1 
［復旧期間内の売上減少高×支払限度率※2 －復旧期間内
に支払いを免れた経常費等の費用を限度］
※1 左記（1）②⑦の事故および左記（2）、（3）の事故の場合
は、事故発生日の午前0時から24時間を経過した時以降
の復旧期間内の休業日数。ただし、左記（3）の事故の場
合は、30日を限度とします。

※2 直近の会計年度（1年間）の粗利益額×1.1÷直近の会
計年度（1年間）の売上高

※3 上記に加えて、休業日数を減少させるために支出した必要
かつ有益な追加費用もお支払いします。［追加費用の支
出によって減少させることができた休業日数×保険金額を
限度］

・上記2.（ア）、（イ）、（ク）、（ケ）、（コ）
・国または公共団体による法令等の規制
・復旧または営業の継続に対する妨害
・労働争議に伴う暴力行為・破壊行為
・万引き
・冷凍（冷蔵）装置・設備の破壊・変調・機能停止に起因する温度変化
・差押え、収用、没収、破壊などの公権力の行使

左記お支払いする場合（2）の事由による損失は、次のような場合も保険金を
お支払いできません。
・ユーティリティ設備の能力を超える利用または他の利用者による利用の優先
・賃貸借契約等の契約または各種の免許の失効・解除・中断
・水源の汚染、渇水または水不足

※ 「休業損失限定危険補償特約」をセットした場合、上記「（1）⑦破損・汚損事故など」および上記「（3）構外物件の事故」による休業損失および次頁4.の営業継続費用は補償の対象外となります。

じん

ひょう

じょう

ひょう

じゅう

じゅう

じゅう

ひょう

じゅう

じゅう

ひょう

じゅう

じゅう じゅう

とう

ひょう

じょう

（例）店舗の火災等により復旧
までの間、休業した （例）飲食店で食中毒が発生した

ため、休業した 
（例）機械的事故により店舗の空調

設備が壊れたため、休業した 

（例）店舗の火災等により復旧ま
での間、仮店舗を借りた 

（例）誤ってお客さまにヤケドをさせてし
まった （例）エレベータの故障でお客さまが扉

に手をはさまれケガをした 

（例）提供した飲食物により食中毒が発
生した 

（例）お客さまから預かったカバンを破
損させてしまった 

※1 時価額基準でお支払いします。ただし、建物は「敷地内包括契約に関する特約」をセットした場合、設備・什器等は「設備・什器等新価実損払特
約」をセットした場合に再調達価額基準でお支払いします。なお、商品・製品等は、特約のセット有無にかかわらず、時価額基準でお支払いします。

じゅう じゅう

じゅう

ひな い

じゅう


